
インターンシップ等手続のながれ R5.7～

公表　（ホームページ）

ホームページ確認

ホームページ確認

実習について大学等と相談 （相談）

希望部署と事前相談 希望部署と事前相談

相談受付

実習内容、日程確認

実習内容、日程確認

受理

※大学等を経由して提出 ※実習開始希望日の

概ね１か月前までに提出

受理

イ　傷害保険、賠償責任 イ　傷害保険、賠償責任 受理

保険加入証明書類（写） 保険加入証明書類（写）

※大学等を経由して提出 ※実習開始前までに提出

受入部署を直接訪問

実習内容、進行状況を

報告

※大学等の求めに応じて

　報告

実習対象側 実施側

実習生 大学等 総務課 受入部署

受入決定通知書

実
習
期
間
中

ガイダンス、実習

実
習
後

報告受理

実
習
前

ア　申込書（様式第１号）

調査票（様式第２号） イ　調査票（様式第２号）

ア　誓約書（様式第３号）　 ア　誓約書（様式第３号）　

〇インターンシップ等

実施要領

〇実施計画

・受入可能部署

・実習可能時期・期間

・受入可能人数

・実習内容

事前相談は、受入部署が対応します。

なお、次の場合は、総務課が仲介します。

①多数の実習生の申込みを希望する場合

②実習生が複数の部署のインターンシップ等を

希望する場合


